
別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

国勢調査による本市の人口の推移をみると、平成 7 年に３２，１３３人のピ 

ーク人口を示し、それ以降は減少傾向を示している。また、平成１２年と令和２

年の男女５歳階級別人口を見ると、２０年間の間に高齢化とともに、２５～３９ 

歳未満の年齢層の人口減少が顕著となっている。常住地による１５歳以上の産 

業別人口の推移をみると、本市の就業者数は平成７年以降減少しており、令和２

年には１４，２７４人となっている。産業別にみると、特に第２次産業の 

減少が大きく、第１次産業についても減少傾向を示している。一方で、第３次 

産業は、９，０００人台と全就業者数の半数以上を占めている。 

本市の市町村内総生産から産業別構成をみると、製造業１８.３％、卸売・小売

業１６.２％、建設業１２％、医療・福祉９.８％の順となっており、また、本市

の工業は近年、事業所数、従業者数、製造品出荷額が減少している傾向にある。                    

今後も新たな産業用地の確保及び、立地可能な業種拡大等の規制緩和等を行って

いく必要がある。一方で、既存工業に対しては、中小企業の経営安定や事業継承

に向け、各種融資制度や経営・技術・人材育成等に関する情報を常に収集すると

ともに提供しながら、適切な支援を行っていく必要がある。このような厳しい状

況に置かれるなかで、生産性の向上が不可欠となっている。 

このような中、本市独自の取り組みとして、既存企業への就業に寄らない多 

様な働き方を促進するため、若年層をはじめとした起業・創業希望者に対して、 

商工会や金融機関等と連携した総合支援事業等の支援策を講じてきたが、引き 

続き市内中小企業の生産性の抜本的な向上の取り組みを支援していくことは、 

喫緊の課題である。 

 

（２）目標 

中小企業等経営強化法第 49 条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、中

小企業者の先端設備等の導入を促すことで、市内中小企業者の生産性向上を図る。こ

れを実現するため、計画期間中に１０件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とす

る。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(中小企業等の経営強化に関す

る基本方針に定めるものをいう。)が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

 



２ 先端設備等の種類 

本市の産業は、製造業、建設業及び卸売・小売業など多岐にわたる産業が市 

内の経済、雇用を支えているため、広く事業者の生産性向上を実現する必要が 

あることから、本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第

7条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

本市の産業立地は市内全域に点在していることから、本計画の対象区域は市 

内全域を対象とする。 

 

（２）対象業種・事業 

本市の産業は、製造業、建設業及び卸売・小売業など多岐にわたる産業が市 

内の経済、雇用を支えているため、広く事業者の生産性向上を実現する必要が 

あることから、本計画において対象とする業種は、全業種を対象とする。 

生産性向上に向けた事業者の取組は多様であることから、本計画においては 

労働生産性が年平均３％以上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業 

を対象とする。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

導入促進基本計画の計画期間は、国が同意した日から２年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

先端設備等導入計画の計画期間は３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等導入の促進に当たって配慮すべき事項 

・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の

安定に配慮する。 

・公序良俗に反する取組、反社会的勢力との関係が認められるものについては、先端

設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

・市税に未納のある事業者は、先端設備等導入計画の認定の対象としない。 

 

 


